
＜管理運営基準の推移＞（旭川市内）

年 H30(2018) H31/R1(2019) R2(2020) R3(2021)

３ スケジュール

条例改正

6月まで

HACCP 義務化
(施行後１年間は猶予期間)

食品衛生法の改正(平成 30年 6月)により，食品の安全性確保や事業者における衛生管理の向上を

目的として，原則全ての食品事業者に「HACCP※に沿った衛生管理」が義務付けられました。

これにより，国内の食品事業者においては，改正法の施行期限である令和2年6月以降，HACCP

に沿った衛生管理を行うことになります。

※ HACCP：事業者が，危害要因(HA)を把握した上で，原材料入荷から製品出荷までの全工

程の中で危害を除去低減させるため特に重要な工程(CCP)を管理し，製品の安全性を確保す

る衛生管理手法

改
正
法
公
布

Ｒ２年度 HACCP義務化に係る対応（食品事業者への周知）

6月

国の動き

申請窓口･業界団体･HP･広報誌等による周知も並行実施
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10月

当所では，事業者の新制度への移行作業が円滑に進み，その後，HACCPに沿った衛生管理が確実

に行われるよう，令和2年度に周知文書の発送（市内の許可件数：約7,000件）や説明会の開催

を予定しています。

２ 当所の対応（予定）
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１ 経緯・背景

6月４月

１定 問合せ対応

説明会

市の対応(予定)

～H27.3 H27.4～R2.5 R2.6～
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管理方法を事業者が選択

… ＨＡＣＣＰの取組は任意

ＨＡＣＣＰ
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※ 施設や食品取扱設備の衛生管理，使用水の管理，防虫対策など


